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【書
評
｝古

野
貢
著

「中
世
後
期
細
川
氏
の
権
力
構
造
』

（吉
川
弘
文
館
侃
年
ロ
月
刊
）

本
書
は
、
室
町
・
戦
国
期
の
細
川
氏
の
分
国
支
配
の
分
析
を
通
じ
て
、
中
世
後

あ
る
。
ま
ず
、
本
題
に
入
る
前
に
本
替
の
構
成
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

期
武
家
権
力
の
変
質
・
解
体
と
新
し
く
登
場
す
る
領
主
権
力
を
展
望
し
た
仕
事
で

霊
研
究
史
と
分
析
視
角

第
一
部

細
川
氏
権
力
と
「
前
期
幕
府
｜
守
護
体
制
」

第

一
章
庶
流
守
護
に
よ
る
分
国
支
配
構
造

第
二
章
京
兆
家
分
国
の
支
配
構
造

第
三
章

「
前
期
幕
府
上
寸
護
体
制
」
と
細
川
氏
権
力

「京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
と
「
後
期
幕
府
｜
守
護
体
制
」

「京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
と
守
護
分
国
備
中

「京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
と
守
護
分
国
和
泉

第
二
部

第

一
章

第
二
章

第
三
寧
守
護
と
し
て
の
細
川
京
兆
家
の
権
力
基
盤

第
四
章
「
京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」

第
三
部

細
川
氏
権
力
の
解
体
と
幕
府
｜
守
護
体
制

第
一
章

「京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
の
解
体
と
庶
流
分
国

「京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
の
解
体
と
京
兆
家

第
二
章

第
三
章
細
川
氏
権
力
の
変
質
と
内
衆

谷

明

手。

結
論

成
果
と
課
題

序
章
で
は
、
中
世
後
期
の
体
制
概
念
や
上
部
構
造
論
を
検
討
し
た
上
で
、

川
岡

勉
氏
の
幕
府
｜
守
護
体
制
論
を
高
く
評
価
し
た
。
古
野
氏
は
、
こ
れ
を
受
け
な
が

ら
、
川
岡
氏
の
幕
府
｜
守
護
体
制
論
と
は
、
か
な
り
違
っ
た
幕
府
｜
守
護
体
制
論

を
提
示
し
た
。

細
川
氏
権
力
論
を
念
頭
に
お
い
た
川
岡
氏
へ
の
批
判
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
ま
ず
、
幕
府
｜
守
護
体
制
の
崩
壊
時
期
を
川
岡
氏
は
、
十
六
世
紀
中
頃
以

降
と
す
る
が
、
幕
府
の
「
天
下
成
敗
権
」
、
守
護
体
制
の
「
国
成
敗
権
」
は
、
十

六
世
紀
初
め
頃
ま
で
し
か
確
認
で
き
な
い
。
幕
府
守
護
体
制
を
崩
綾
に
導

く
時
期
と
し
て
十
五
世
紀
、

十
六
世
紀
の
境
目
に
画
期
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

2
、
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
と
戦
国
大
名
論
の
二
つ
の
権
力
構
造
を
つ
な
ぐ
論

理
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

3
、
幕
府
よ
寸
護
体
制
の
変
質
後
（
嘉
吉
の
乱
に
よ
る
上
意
の
喪
失
、
守
護
在
京
制
の

解
体
）
に
幕
府
｜
守
護
体
制
を
実
質
的
に
支
え
た
存
在
で
あ
る
細
川
氏
権
力
の

分
析
が
十
分
で
な
く
、
最
初
に
分
析
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
幕
府
｜
守
護
体
制
を
十
五
世
紀
中
頃
ま
で
の
段
階
を

「前
期
幕
府
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評書

ー
守
護
体
制
」
、
そ
れ
以
後
を
細
川
氏
が
幕
府
内
で
権
力
化
し
た
時
期
と
し
て
「
後

期
幕
府
｜
守
護
体
制
」
と
し
、
細
川
政
元
期
に
細
川
氏
が
分
裂
し
た
以
降
を
細
川

氏
権
力
の
解
体
期
と
し
、

「幕
府
｜
守
護
体
制
」
も
同
時
に
解
体
を
は
じ
め
、
十

六
世
紀
中
頃
段
階
を
そ
の
最
終
と
し
て
い
る
。

以
上
が
本
書
の
枠
組
み
で
あ
る
が
、

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
ふ
た
つ
の
概

念
を
用
い
て
分
国
支
配
を
跡
付
け
る
方
法
で
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
分

国
支
配
の
進
め
方
で
、
細
川
氏

一
族
が
分
国
支
配
を
す
る
に
当
た
り
、
同
族
連
合

体
制
を
取
っ
た
こ
と
。
細
川
政
元
期
に
成
立
す
る
同
族
連
合
体
制
の
更
に
強
力
な

体
制
が
「
京
兆
家
l
内
衆
体
制
」
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
概
念
を
使
っ
て
、

三
時
代
の
細
川
京
兆
家
の
分
固
で
あ
る
摂
津
、
庶
流
家
の
備
中
、
和
泉
を
中
心
に

考
察
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

次
に
、
各
章
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
第

一
部
第

一
章
は
、
庶
流
家
で
あ
る
備

中
守
護
家
と
和
泉
守
護
家
の
分
国
支
配
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
備
中
は
、
国
街
関

係
は
京
兆
家
、
荘
園
公
領
支
配
・
流
通

・
経
済
の
管
轄
は
守
護
、
浅
口
郡
知
行
は

野
州
家
と
細
川
氏
三
家
に
よ

っ
て
分
国
支
配
が
行
わ
れ
、
備
中
国
人
を
守
護
代
に

し
た
り
、
他
国
か
ら
内
衆
を
入
れ
る
な
ど
、
同
族
連
合
体
制
の
典
型
例
を
示
す
。

和
泉
に
お
い
て
は
、

一一
人
の
細
川
庶
流
守
護
を
配
置
し
、
国
内
重
要
拠
点
に
守

護
代
を
配
置
す
る
が
、
国
人
は
直
接
結
合
せ
ず
、
直
臣
と
し
て
の
主
従
関
係
を
形

成
す
る
の
は
積
極
的
で
な
か
っ
た
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
支
配
は
、
細
川
京
兆
家

を
核
と
す
る
細
川
氏
全
体
と
し
て
の
結
合
こ
そ
が
細
川
氏
権
力
の
維
持
す
る
た
め

の
装
置
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

第
二
章
は
、
摂
津
国
は
、
郡
毎
に
守
護
が
違
う
分
郡
守
護
地
域
で
あ
っ
た
が
、

十
五
世
紀
中
頃
に
有
馬
郡
を
除
く
地
域
の
守
護
と
な
っ
た
。
細
川
氏
は
内
衆
を
代

官
と
し
て
港
湾
都
市
に
入
れ
、

一
方
、
国
人
に
は
地
域
支
配
を
認
め
て
ゆ
る
や
か

に
編
成
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
人
支
配
の
あ
り
方
か
ら
、
細
川
氏
同
族
連
合
体
制

が
必
然
化
さ
れ
た
と
す
る
。

第
三
寧
は
、
同
族
連
合
体
制
の
整
備
基
盤
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
基

畿
は
細
川
頼
之
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
と
し
、
足
利
直
冬
追
討
の
中
国
方
面
の
箪

事
指
揮
権
や
守
護
権
に
由
来
す
る
権
限
を
得
た
権
力
と
な
る
が
直
冬
追
討
後
は
、

中
園
地
方
の
活
動
は
見
え
な
く
な
り
、
細
川
氏
本
国
で
あ
る
四
国
で
守
護
と
し
て

の
活
動
が
始
ま
る
と
し
、
細
川
氏
の
権
力
基
盤
で
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
権
力

基
盤
と
な
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
細
川
氏
の
権
力
構
造
の
特
質
は
、

「内
衆
」
の

形
成
で
あ
る
と
し
、
そ
の
中
心
は
四
国
・
中
園
地
方
を
本
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
と
し
た
。
こ
れ
は
、
頼
之
期
の
発
向
し
た
地
域
の
内
衆
を
編
成
し
た
も
の
で
あ

り
、
細
川
氏
権
力
を
他
の
守
護
権
力

一
般
に
解
消
さ
せ
な
い
、
独
自
の
あ
り
方
と

し
た
。

ま
た
、
内
衆
の
存
在
形
態
は
、
本
領
地
と
守
護
代
な
ど
を
務
め
る
場
所
が
一
致

し
な
か
っ
た
り
、
内
衆
は
複
数
の
家
を
形
成
し
て
細
川
氏
分
国
へ
諸
家
を
派
遣
し
、

機
能
さ
せ
る
こ
と
が
内
衆
編
成
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
し
た
。

第
二
部
第

一
章
は
、
十
五
世
紀
後
半
の
備
中
に
お
け
る
守
護
代
庄
氏
の
事
例
か

ら
、
京
兆
家
内
衆
が
細
川
氏
権
力
の
枠
組
み
か
ら
の
離
脱
を
分
析
し
た
も
の
。
国

人
か
ら
の
合
力
を

「右
京
兆
依
為
被
官
人
」
を
根
拠
と
し
な
が
ら
も
、
自
立
し
よ
う

と
す
る
姿
を
追
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
、
阿
波
守
護
家
に
よ
る
備
前
分

郡
化
や
野
州
家
に
よ
る
備
中
守
護
補
任
な
ど
細
川
氏
か
ら
の
対
抗
も
描
か
れ
る
。



第
二
章
は
、
十
五
世
紀
中
頃
「
京
兆
家
1

内
衆
体
制
」
が
成
立
し
た
段
階
で
の

和
泉
国
の
分
国
支
配
構
造
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
泉
は
守
護
が
在
京
し
て

お
り
、
応
仁
の
乱
中
で
は
守
護
代
が
討
ち
取
ら
れ
、
細
川
氏
支
配
体
制
の
危
機
が

来
る
。
こ
れ
に
代
わ
る
の
は
、

「宿
老
之
面
々
」
と
い
わ
れ
る
有
力
国
人
集
団
で

あ
り
、
彼
ら
が
囲
内
守
護
権
力
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
の
国
人
集
団
を
基
盤
と
し

て
「
国
一
挨
」
が
成
立
し
、
幕
府
や
守
護
権
力
、
国
街
代
官
に
よ
る
圏
内
支
配
を

揚
棄
す
る
方
向
へ
運
動
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
細
川
権
力
は
、
国
人

一
撲
を
攻
撃

し
、
幕
府
｜
守
護
体
制
を
維
持
し
、
両
守
護
に
よ
る
新
た
な
国
人
編
成
を
行
っ
た
。

ま
た
、
和
泉
の
特
質
と
し
て
守
護
代
宇
高
氏
、
久
枝
氏
が
細
川
氏
内
衆
で
は
な
い

と
し
た
。
こ
れ
は
、
第
一
部
第
三
章
の
規
定
に
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
京
兆
家

内
衆
と
国
人
が
混
在
す
る
の
が
、

「
京
兆
家
1

内
衆
体
制
」
で
あ
る
た
め
、
和
泉

は
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
。

第
三
章
は
、
京
兆
家
権
力
を
京
都
で
の
金
融
と
な
ら
ぴ
、
港
湾

・
都
市

・
流
通

経
路
の
掌
握
で
あ
る
と
し
、
兵
庫
、
堺
北
荘
、
堺
南
荘
、
淀
川
流
域
都
市
な
ど
に

内
衆
を
代
官
と
し
て
派
遣
し
、
実
効
支
配
を
進
め
た
と
し
た
。

一
方
、
在
地
支
配

に
つ
い
て
は
、
荘
園
に
内
衆
が
入
り
込
め
ず
、
国
人
を
い
か
に
自
己
の
権
力
に
編

中世後期細川氏の織力構造〔小谷〕

成
す
る
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
す
る
。

第
四
章
は
、
細
川
頼
之
か
ら
細
川
政
元
の
暗
殺
ま
で
を
論
じ
た
も
の
で
、
本
書

の
中
核
と
な
る
論
文
で
あ
る
。
細
川
氏
権
力
の
本
質
は
、
中
央
に
所
在
す
る
上
意

（
幕
府
で
は
将
軍
権
力
、
細
川
氏
で
は
京
兆
家
）
を
中
央
と
地
方
の
両
方
に
軸
足
を
持

つ
衆
議
構
成
員

（幕
府
で
は
複
数
分
聞
を
も
っ
守
波
、
細
川
氏
で
は
内
衆
）
が
支
え
る
と

い
う
、
幕
府
｜
守
護
体
制
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
京
兆
家
l
内
衆
体
制
」
に
よ
っ
て

遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
内
衆
の
構
成
に
は
奉
行
人
、
評
定
衆
、
非
評
定
衆
、
非
議

代
衆
が
あ
り
、
こ
の
な
か
で
内
衆
と
呼
べ
る
の
は
、
評
定
衆
と
非
評
定
衆
で
あ
る

と
す
る
。
彼
ら
は
各
国
に

一
族
が
配
置
さ
れ
、
細
川
氏
諸
家
の
聞
の
ネ
ッ
ト
ワ
l

ク
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
京
兆
家
被
官
が
室
町
初
期
に
は
未
分
化
で
あ
っ
た
が
、
機

能
分
化
が
進
み
、

「後
期
幕
府
｜
守
護
体
制
」
を
支
え
る
細
川
氏
の
権
力
維
持
シ

ス
テ
ム
と
な
っ
た
と
し
た。

し
か
し
、
細
川
政
元
の
後
継
争
い
に
よ
る
澄
之
と
澄

元
の
内
証
は
、

「京
兆
家
1

内
衆
体
制
」
を
構
成
す
る
内
衆
の
分
裂

・
抗
争
と
化

し
、
そ
の
戦
闘
の
結
果
、
細
川
氏
権
力
を
支
え
て
い
た
守
護
代
級
内
衆
が
ほ
と
ん

ど
死
亡
し
て
し
ま
い
、

主
体
的
に
細
川
氏
権
力
を
支
え
る
構
造
が
解
体
し
て
し
ま

、
っ
と
し
た
。

第
三
部
第

一
章
は
、
細
川
氏
擁
力
の
解
体
を
備
中
と
和
泉
か
ら
展
望
し
て
い
る
。

備
中
に
つ
い
て
は
、
細
川
高
国
段
階
で
、
備
中
守
護
は
野
州
家
の
政
春
が
補
任
さ

れ
、
京
兆
家
の
庶
流
守
護
家
分
国
の
再
編
が
は
じ
ま

っ
た
と
し
た
。
し
か
し
、
守

護
代
庄
氏
の
自
立
な
ど
問
題
も
多
く
、
政
春
死
後
、
再
建
計
画
は
頓
挫
し
た
。
し

か
し
、
細
川
氏
綱
期
に
細
川
晴
国
の
息
子
通
燕
が
活
動
し
て
お
り
、
京
兆
家
の
氏

綱
の
編
成
に
従
っ
た
。
そ
の
後
、
通
燕
は
、
元
亀
元
年

（
一
五
七
O
）
に
小
早
川
隆

景
に
知
行
を
宛
行
わ
れ
、

毛
利
氏
の
備
中
方
面
軍
の
一
軍
団
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。

通
蕪
は
地
域
支
配
領
主
と
し
て
細
川
氏

一
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失

う
か
わ
り
に
毛
利
氏
権
力
に
包
摂
さ
れ
た
。
幕
府
｜
守
護
体
制
を
体
現
し
て
き
た

細
川
氏
の
京
兆
家
庶
流
と
し
て
の
分
国
編
成
、
同
族
連
合
体
制
か
ら
の
枠
組
か
ら

離
脱
し
、
十
六
世
紀
後
半
に
至
っ

て
戦
国
大
名
権
力
で
あ
る
毛
利
氏
に
結
合
し
た

と
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
庄
氏
な
ど
も
地
域
領
主
権
力
と
な
っ
た
。
和
泉
に
つ
い
て

。。



評書

は
、
高
国
段
階
で
、
関
守
護
は
分
裂
し
、
領
国
支
配
構
造
も
分
裂
・
解
体
し
た
。

し
か
し
、
晴
元
段
階
で
単
独
守
護
体
制
が
確
立
し
た
が
、
国
人
玉
井
や
守
護
代
松

浦
が
自
立
化
し
、
守
護
の
求
心
力
は
な
く
な
っ
た
と
し
た
。

第
二
章
は
、
細
川
高
田
・
晴
元
段
階
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。

高
困
段
階
は
、
そ
れ
以
前
の
内
衆
の
対
立
に
よ
り
「
京
兆
家
｜
内
衆
体
制
」
は
解

体
し
た
た
め
、
幕
府
｜
守
護
体
制
の
存
立
基
盤
は
揺
ら
い
だ
。
こ
の
た
め
、
細
川

高
国
は
大
内
義
輿
と
連
合
し
て
幕
府
｜
守
護
体
制
を
維
持
し
た
。
大
内
義
輿
周
防

下
向
後
の
高
国
は
、

コ
口
ル
兆
家

l
内
衆
体
制
」
を
構
成
し
て
い
た
内
衆

一
族
の
残

員
と
、
分
国
摂
津
の
国
人
を
直
接
掌
握
し
た
。
ま
た
、
庶
流
守
護
家
の
切
り
捨
て

が
行
わ
れ
、
中
央
と
地
方
の
有
機
的
連
携
は
喪
失
し
た
。

晴
元
段
階
で
は
、
細
川
氏
権
力
を
支
え
て
い
た
京
兆
家
内
衆
が
権
力
の
中
枢
か

ら
い
な
く
な
り
、
摂
津
国
人
茨
木
長
隆
や
阿
波
の
三
好
元
長
、
長
慶
を
中
枢
に
据

え
た
。
晴
元
権
力
を
支
え
る
の
は
、
室
町
幕
府
や

「京
兆
家

l
内
衆
体
制
」
と
い

っ
た
政
治
制
度
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
官
僚
で
は
な
く
、
主
従
制
に
基
づ
い
て
形
成

さ
れ
た
被
官
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
三
好
長
慶
は
室
町
将
軍

や
細
川
京
兆
家
の
上
意
を
擁
さ
ず
に
独
自
に
権
力
化
を
遂
げ
た
結
果
、
細
川
氏
権

力
は
畿
内
に
お
け
る
一
領
主
権
力
の
位
置
に
退
い
た
と
し
、

「細
川
三
好
政
権
」

と
い
う
と
ら
え
方
は
正
し
く
な
く
、
両
者
は
段
階
差
が
あ
る
と
し
た
。

第
三
章
は
、
主
に
庄
氏
の
活
動
を
追
う
。
庄
氏
は
、
備
中
本
国
で
守
護
代
を
務

め
る
と
と
も
に
、
庶
流
家
が
摂
津
・
和
泉
で
分
国
支
配
に
関
わ
る
な
ど
、

一
貫
し

て
細
川
分
国
支
配
を
支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
在
地
支
配
を
進
展
さ
せ

る
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
中
葉
以
降
に
三
村
氏
に
よ

っ
て
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。

こ
の
段
階
で
、
備
中
は
戦
国
期
に
移
行
し
た
と
評
価
す
る
。
そ
れ
は
、
守
護
権
の

争
奪
が
地
域
支
配
を
構
造
化
し
て
い
た
段
階
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
編
成
を
必
要
と

し
な
い
段
階
へ
展
開
し
た
か
ら
と
す
る
。

結
語
は
、
本
論
の
成
果
を
挙
げ
る
が
、
重
複
す
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
し
、
古

野
氏
が
示
し
た
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
本
書
で
問
題
に
で
き

な
か
っ
た
点
と
し
て
細
川
権
力
の

「専
制
化
」
の
意
義
付
け
、

「後
期
幕
府
｜
守

護
体
制
」
で
の
幕
府
奉
行
人
や
奉
公
衆
、
他
守
護
と
の
比
較
検
討
、
京
兆
家
本
国

の
四
国
、
丹
波
の
分
析
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
今
後
検
討
す
る
こ
と
で
、

政
治
権
力
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
さ
れ
た
。

以
上
が
本
書
の
構
成
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
細
川
研
究
と
本
書
は
、

何
を
引
き
継
ぎ
、
ま
た
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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細
川
氏
研
究
は
、
嘉
吉
の
変
後
の
将
軍
の
上
意
の
不
在
状
況
の
な
か
で
、
細
川

京
兆
家
が
他
の
守
護
を
系
列
化
し
、
や
が
て
幕
府
権
力
の
中
心
と
な
っ
た
事
実
を
、

ど
う
説
明
す
る
か
が
焦
点
と
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
小
川
信
氏
が
提
唱
し
た
同
族

連
合
体
制
か
ら
の
説
明
で
あ
る
。

一
方
、
今
谷
明
氏
は
、

畿
内
国
人
の
不
登
用
策

と
四
国
系
国
人
の
登
用
に
よ
る
畿
内
統
治
を
ど
う
理
解
す
る
か
を
問
題
と
し
た
。

こ
れ
が
応
仁
の
乱
後
、
国
人

一
撲
の
弾
圧
、
京
兆
専
制
論
H
幕
府
論
へ
と
展
開
さ

せ
た
。
ま
た
、
内
衆
論
と
し
て
は
、
横
尾
国
和
氏
に
よ
り
評
定
衆
が
発
見
さ
れ
、

そ
の
出
自
経
歴
、
人
間
関
係
、
職
掌
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
末
柄
盛
氏
に
よ

る
戦
国
期
の
同
族
連
合
体
制
の
破
綻
か
ら
京
兆
家
の
専
制
H
幕
府
か
ら
自
立
し
た

畿
内
領
国
化
が
議
論
さ
れ
る
。
末
柄
氏
の
議
論
が
面
白
い
の
は
、
京
兆
家
が
畿
内

分
国
の
国
人
を
近
習
に
取
り
立
て
、
守
護
代
と
対
立
し
た
こ
と
を
論
点
に
入
れ
た



近
習
論
で
あ
る
。

以
上
、
細
川
氏
研
究
は
、

守
護
一
族
研
究
と
そ
れ
ぞ
れ
の
内
衆
研
究
、

国
人
の

存
在
形
態
な
ど
が
主
な
論
点
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
と
の
関
連
を
ど
う
整
理
す
る
か

が
、
問
題
の
本
質
と
な
っ
て
い
た
。

本
書
は
、
細
川

一
族
と
内
衆
と
国
人
を
中
心
に
分
国
支
配
を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
細
川
氏
研
究
に
幕
府
l
守
護
体
制
と
い
う
国
制
史
の
枠
組
み
を
用
意
し
た
こ

と
が
、
特
徴
と
言
え
る
。
ま
た
、
細
川
氏
の
家
臣
団
編
成
の
な
か
に
、
備
中
守
護

代
庄
氏
の
事
例
か
ら
非
評
定
衆
を
内
衆
論
の
な
か
に
入
れ
た
こ
と
も
新
し
い
。
こ

の
非
評
定
衆
概
念
は
、
他
の
守
護
研
究
か
ら
見
て
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
年
寄
奉
書

を
出
す
階
層
と
年
寄
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
奉
書
を
山
山
さ
な
い
階
層
な
ど
の
見
直

し
が
期
待
で
き
る
。

最
後
に
、

い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
川
岡
勉
氏
、

今
岡
典
和

氏、

矢
田
俊
文
氏
が
論
じ
た

「
戦
国
期
研
究
の
課
題
と
展
望
」

（
『日
本
史
研
究
」

二
七
人
号
、

一
九
八
五
年
）
で
は
、
幕
府
｜
守
護
体
制
を
中
世
国
家
体
制
と
関
連
付
け

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

川
岡
氏

「室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
成
立
と
地

域
社
会
」

一
九
九
三
年
）
は
、
権
門
体
制
論
と
幕
府
｜

（
『歴
史
科
学
」
一
三
三
号、

中世後期細川氏の橘力構造〔小谷〕

守
護
体
制
に
つ
い
て
川
岡
氏
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
。
三
氏
の
議
論
は
、
列
島

内
の
権
力
を
同

一
時
間
軸
で
説
明
す
る
方
法
で
、
列
島
全
体
の
権
力
構
造
を
展
望

し
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

古
野
氏
の
幕
府
｜
守
護
体
制
論
は
細
川
氏
同
族
体
制
論
と
い
う
上
部
構
造
あ
る

い
は
政
治
体
制
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
て
、
こ
れ
ら
議
論
と
本
質
的
に
違
う
議

論
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、

「戦
国
大
名
制
」
も
川
岡
氏
が
室
町
期
に
お
け
る
権
力
秩
序
の
継
承

再
編
と
理
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
野
氏
が
幕
府
｜
守
護
体
制
と
戦
国
大
名

論
を
全
く
異
質
な
存
在
と
し
て
議
論
し
て
い
る
な
ど
、
権
力
の
見
方
や
研
究
す
る

目
的
が
大
き
く
述
、
っ
。
同
じ
よ
う
な
歴
史
用
語
を
使
っ
て
、
全
く
別
の
問
題
を
解

こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
三
氏
へ
の
批
判
を
徹
底
的
に
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
古
野
氏
の
意
図
も
も
っ
と
伝
わ
っ
た
に
違
い
な
い
。
吉
野
氏
の

今
後
の
展
開
に
待
ち
た
い
。

（八
尾
市
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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